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食品安全委員会（第１０２８回会合）議事概要 
 
 
日 時:令和８年６月１６日（火） １４：００～１４：４１ 
場 所:食品安全委員会第一会議室 
出席者:祖父江委員長ほか６名出席 
傍聴者:一般１１名 

 
 
（１）令和７年食中毒発生状況の概要報告  
 

→厚労省から説明。 
本件については、厚生労働省において、引き続き、食中毒が発生し

た際の被害拡大の防止に努めるとともに、事業者、消費者等への注意
喚起や情報提供を継続して行うようお願いした。また、食品安全委員
会としては、引き続き、厚生労働省をはじめとするリスク管理機関と
連携して必要な情報を提供していくこととなった。 

 
 
（２）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について 

・動物用医薬品「セフキノム」に係る食品健康影響評価について 
 

→事務局から説明。 
本件については、肥料・飼料等専門調査会におけるものと同じ結論、 
「セフキノムの許容一日摂取量を 0.0031 mg/kg 体重/日とする。」 

との審議結果が了承され、リスク管理機関（農林水産省）に通知する
こととなった。 
 
・動物用医薬品「セフキノム硫酸塩を有効成分とする牛及び豚の注射

剤（コバクタン／セファガード」に係る食品健康影響評価について 
 

→事務局から説明。 
本件については、肥料・飼料等専門調査会におけるものと同じ結論、 
「セフキノム硫酸塩を有効成分とする牛及び豚の注射剤（コバクタ

ン／セファガード）が動物用医薬品として適切に使用される限りにお
いては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程
度と考えた。」 
との審議結果が了承され、リスク管理機関（農林水産省）に通知する
こととなった。 

 


